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障害者更生相談所及び拓杏園の沿革 

年 月 障害者更生相談所 拓 杏 園 
昭和27年10月 ◆仙台市南小泉字南屋敷112番地の宮城県身体障害者公共職業

補導所内に開設 

 

昭和29年 5月 ◆仙台市原町館西二丁目37番地に移転し、宮城県身体障害者更

生指導所と併設 

 

昭和35年11月 ◆同敷地内に宮城県精神薄弱者更生相談所を併設  

昭和41年 4月 

 

 

 

 

 

◆重度身体障害者更生援護施設（100床）として発足、創設３

ヶ月後100床の内50床を整形外科単科病院とする。 

◆仙台市館西にあった更生指導所（30床）が敷地内に新築移転

される。 

昭和42年 5月 

 

◆肢体不自由者更生施設「拓杏園｣内に、身体障害者更生相談

所、精神薄弱者更生相談所及び身体障害者更生指導所が移転 

 

 

昭和43年 6月 

 

 

 

 

◆中央児童相談所、身体障害者更生相談所、精神薄弱者更生相

談所、婦人相談所、精神衛生センター及び中央優性保護相談所

が総合相談公所として新たに開設された「宮城県総合福祉セン

ター」（仙台市茂市ヶ坂21-2、 現在地)に移転統合され、身体

障害者更生相談所及び精神薄弱者更生相談所は同センターの

更生部心身障害者更生課として業務を開始 

 

 

 

 

 

昭和50年 3月 

 

 

◆宮城県行政組織規則の改正により、総合福祉センター更生部

心身障害者更生課を廃して身障更生課及び精薄更生課の２課

を新設し、身体障害者更生相談所業務は身障更生課が、精神薄

弱者更生相談所業務は精薄更生課がそれぞれ所掌 

 

 

 

昭和51年 4月 

 

 

 

 

 

◆重度身体障害者更生援護施設(50床）を身体障害者療護施設

に転換し、杏友園として福祉事業団へ経営委託する。 

◆同時に更生指導所を拓杏園に改める。病院の入院部門は休止

とする。 

昭和56年 4月 

 

 

 

◆正式に病院を廃止し、診療所（通院）のみとし、診療科目を

整形外科から理学診療科に改める。 

平成 4年 4月 ◆仙台市身体障害者更生相談所が開設され、仙台市所管内の業

務を移管 

 

平成 5年 4月 

 

◆仙台市精神薄弱者更生相談所（現仙台市発達相談支援センタ

ー）が開設され、仙台市所管内の業務を移管 

 

 

平成11年 4月 

 

 

◆精神薄弱の用語の整理に関する関係法律の一部を改正する

法律（平成10年 法律第110号）に基づき知的障害者更生相談

所と改称、総合福祉センター更生部身体障害者更生班及び知的

障害者更生班と改称 

◆診療所の診療科目を理学診療科から、整形外科・リハビリテ

ーション科に改める。 

 

 

平成13年 4月 

 

◆身体障害者更生相談所と知的障害者更生相談所とを統合し、

障害者更生相談所に改組 

◆総合福祉センター更生部身体障害者更生班及び知的障害者

更生班を更生部相談支援班及び判定指導班に改組 

 

 

 

平成13年 7月  ◆拓杏園サービス向上委員会を園内に設置した。 

平成13年12月 

 

 

 

 

 

◆言語聴覚療法の施療について、厚生労働省に身体障害者更生

施設に障害の異なる障害者の入所承認申請と宮城社会保険事

務局長に特掲診療の施設基準に係る届出を行い【言語聴覚療法

（Ⅱ）】が認められた。 

平成15年 4月 ◆総合福祉センターの行政組織が廃止され、障害者更生相談所

として同地に独立 

◆支援費制度がスタートし、園の目指す方向を定めた基本理念

を制定した。 

平成18年 1月  ◆施設の入所機能を廃止した。   

平成18年4月 

リハビリテーション支援センターは、障害者更生相談所（身体・知的）と拓杏園（身

体障害者更生施設）を前身として、平成18年4月開設。障害者更生相談所機能、地域リ

ハビリテーション支援機能、障害者専門クリニック機能、さらに高次脳機能障害者支援

事業の拠点機関を担う。 


